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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通常の執務用机に適合する奥行き寸法を有する天板と、天板を下方から支持する支持構造
体と、天板の奥行き方向中央部に配されオプション部材を取付可能なオプション取付部と
を具備するものであって、
前記支持構造体が、天板の幅方向両端部を支持する脚と、天板の下方に横架して設けられ
該天板の幅方向に延伸するとともに該天板の奥行き方向に離間して天板ごとに２本設けら
れ両端部を脚に支持されるフレームとを具備し、前記脚と前記フレームとが互いに着脱可
能であり、
前記フレームの一方が、同様の構成を有する他の天板付家具を前記フレームの一端部のみ
を脚に支持させた状態で、当該他の天板付家具のフレームの他端部を他のフレームに連結
部を介して直交する方向に連結可能にするための凹部を備えたものであり、
前記天板を、支持構造体の一方のフレームよりも他方のフレームと反対側の部分を上方空
間に露出させる位置に位置させることが可能であることを特徴とする天板付家具。
【請求項２】
前記連結部が、前記フレームの延伸方向に突出する突起と、該フレームに直交する方向に
延伸する他のフレームに形成した凹部とを係合させてなることを特徴とする請求項１記載
の天板付家具。
【請求項３】
前記オプション取付部を、天板の両側縁の中央部に設けた切り欠きを利用して形成してい
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ることを特徴とする請求項１又は２記載の天板付家具。
【請求項４】
天板及び支持構造体が前後対称な形状を有することを特徴とする請求項１、２又は３記載
の天板付家具。
【請求項５】
前記オプション部材が間仕切りであることを特徴とする請求項１、２、３又は４記載の天
板付家具。
【請求項６】
前記オプション部材が棚であることを特徴とする請求項１、２、３又は４記載の天板付家
具。
【請求項７】
前記オプション部材が収納庫であることを特徴とする請求項１、２、３又は４記載の天板
付家具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オフィス等において好適に用いられる天板付家具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、オフィス等において、天板付家具の天板を幅方向に隣接して設けるとともに、天
板の反使用端同士を互いに対向させ、互いに向かい合って着座して利用する使用態様が広
く取られている。また、このような天板付家具の天板と同一の幅寸法を有する間仕切りを
用意し、集中して作業を行う必要がある職種の者が着座する箇所には、必要に応じてこの
ような間仕切りを天板付家具の反使用端側に配置する使用態様が考えられている。
【０００３】
　このような使用態様に供せられる天板付家具及び間仕切りの一例として、例えば、天板
の両側縁を支持する脚を有する天板付家具と、このような天板付家具の脚と干渉しないよ
うにベースを配置した間仕切りとの組み合わせが考えられている。（例えば、特許文献１
を参照。）
　なお、特許文献１では、天板付家具は机、間仕切りは枠構造体として述べられている。
【特許文献１】特開２００３－１１１６２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記特許文献1記載の構成では、前記間仕切りは、あくまで天板付家具とは
別の家具として用意するようにしている。
【０００５】
　しかして、設備の管理コスト等の要因により、単一の種類の天板付家具を利用して種々
の使用態様に対応できるようにする要望が存在する。
【０００６】
　本発明は、前記課題を解決すべく構成するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　すなわち本発明に係る天板付家具は、通常の執務用机に適合する奥行き寸法を有する天
板と、天板を下方から支持する支持構造体と、天板の奥行き方向中央部に配されオプショ
ン部材を取付可能なオプション取付部とを具備するものであって、前記支持構造体が、天
板の幅方向両端部を支持する脚と、天板の下方に横架して設けられ該天板の幅方向に延伸
するとともに該天板の奥行き方向に離間して天板ごとに２本設けられ両端部を脚に支持さ
れるフレームとを具備し、前記脚と前記フレームとが互いに着脱可能であり、前記フレー
ムの一方が、同様の構成を有する他の天板付家具を前記フレームの一端部のみを脚に支持
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させた状態で、当該他の天板付家具のフレームの他端部を他のフレームに連結部を介して
直交する方向に連結可能にするための凹部を備えたものであり、前記天板を、支持構造体
の一方のフレームよりも他方のフレームと反対側の部分を上方空間に露出させる位置に位
置させることが可能であることを特徴とする。
【０００８】
　このように構成すれば、通常の事務的作業を行う場合にはこのような天板付家具を幅方
向に複数隣接させつつ天板付家具の反使用端同士を対向させて配置する島型配置をとると
ともに、集中して行う必要がある作業を行う場合には前記オプション取付部を介してオプ
ション部材である間仕切りや棚等を天板の奥行き方向中央部に設け、幅方向端部にもう1
つの天板付家具を横向きに隣接して設けて前記オプション部材を設けた天板付家具を物品
置き場等として利用する配置をとることができる。さらに、測定等に用いる機器を多数用
いる場合には、前記オプション部材を設けた天板付家具の使用端側にさらに天板付家具を
奥行き方向に隣接させて設け、前記オプション部材を設けた天板付家具を物品置き場等と
して利用する配置もとることができる。すなわち、単一種類の天板付家具により種々の使
用態様に対応させることができる。
【０００９】
　また、前記支持構造体が、天板の幅方向両端部を支持する脚と、天板の下方に横架して
設けられ該天板の幅方向に延伸するとともに少なくとも一端部を脚に支持されるフレーム
とを具備するものであって、前記脚と前記フレームとが互いに着脱可能であるので、天板
の幅方向両端部を支持する脚のうち一方を取り外し、天板の前記脚を取り外した側の端部
を他の天板付家具に支持させることにより、前記脚を取り外した天板付家具に着座して利
用する場合の脚部空間を広く取ることができる。従って、このような天板付家具の幅方向
端部にもう1つの天板付家具を横向きに隣接して設ける際に特に有効である。
【００１０】
　さらに、前記フレームの一端部のみを脚に支持させた状態で、該フレームの他端部を該
フレームに直交する方向に延伸する他のフレームに連結部を介して連結可能であるので、
上述したような構成をより具体的に実現することができる。
【００１１】
　さらに、前段において述べた構成を簡単に実現するための構成として、前記連結部が、
前記フレームの延伸方向に突出する突起と、該フレームに直交する方向に延伸する他のフ
レームに形成した凹部とを係合させてなるものが挙げられる。
【００１２】
　見栄えを損なうことなくオプション部材を取り付けるようにするための態様として、前
記オプション取付部を、天板の両側縁の中央部に設けた切り欠きを利用して形成している
ものが挙げられる。このようなものであれば、前記切り欠き内にオプション部材を配する
ことにより、見た目をすっきりさせることができるからである。
【００１３】
　種々の実施態様にさらに有効に対応できるようにするための構成として、天板及び支持
構造体が前後対称な形状を有するものが挙げられる。このようなものであれば、この天板
付家具の前面側及び後面側の双方を使用端縁とし、両側にもう1つの天板付家具を配する
態様を採用した際に、両側に着座した者が利用できる天板面の面積を同一にできる。
【００１４】
　また、このような天板付家具に好適に用いられるオプション部材の例として、間仕切り
、棚、及び収納庫が挙げられる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、以上のような構成であるから、天板の奥行き方向中央にオプション部材を配
置し、使用端縁にもう1つの天板付家具をさらに配置することにより、集中して作業を行
うスペースや、測定等に用いる機器を多数用いる場合の作業スペースを確保できるので、
単一種類の天板付家具により種々の使用態様に対応させることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
【００１７】
　この実施形態にかかる天板付家具たるテーブルＴ１は、図１に全体斜視図、図２に平面
図、図３に分解斜視図をそれぞれ示すように、１又は複数の天板、本実施形態では２つの
天板１と、この天板１を支持する支持構造体２とを具備する。また、このテーブルＴ１の
支持構造体２には、同じく図１に全体斜視図、図２に平面図を示すように、天板ａ１及び
支持構造体ａ２を具備し、このテーブルＴ１と同様の構造を有する他のテーブルＴ２の支
持構造体ａ２を後述する連結部５を介して連結し、前記テーブルＴ１の天板１の使用端縁
に前記他のテーブルＴ２の天板ａ１の側縁を隣接させた状態で配置できるようにしている
。
【００１８】
　本実施形態においては、天板１は、通常の執務用机に適合する奥行き寸法を有する。ま
た、本実施形態においては、複数の天板１を幅方向に隣接させて用いることができるよう
にしている。そして、この天板１は、前後対称かつ左右対称な形状を有する。なお、通常
の執務用机に適合する奥行き寸法として、この天板１の奥行き寸法は６００～８００ｍｍ
の範囲内、望ましくは７００ｍｍに設定している。
【００１９】
　また、支持構造体２は、テーブルＴ１の外側端近傍に配置され、外側端に位置する天板
１の外側端部を支持するエンド脚２１と、２枚の天板１、１の側面同士が対向する部分の
側縁部を２枚の天板にまたがり支持する中間脚２２と、天板１の下方に横架して設けられ
、一端部をエンド脚２１に支持させたフレーム２３とを備えている。ここで、本実施形態
では、前記エンド脚２１又は前記中間脚２２と前記フレーム２３とが互いに着脱可能であ
る。この支持構造体２も、前後対称かつ左右対称な形状を有する。
【００２０】
　前記エンド脚２１は、本実施形態では、床面から起立させて前後１対に設けている脚支
柱２１１、２１１と、前記脚支柱２１１、２１１の上端部間に横架して設けている横架材
２１２と、前記脚支柱２１１及び横架材２１２に支持させてなる幕板２１３と、前記横架
材２１２から前記幕板２１３と反対方向に突出して設けられ、先端部に前記フレーム２３
を取り付けるようにしているフレーム受部２１４とを少なくとも備えている。
【００２１】
　前記中間脚２２は、本実施形態では、床面から起立させて前後１対に設けている脚支柱
２２１、２２１と、前部の脚支柱２２１の上端から前方に、また、後部の脚支柱２２１の
上端から後方にそれぞれ突出させてそれぞれ設けている天板受部２２２、２２２と、前記
脚支柱２２１、２２１の上部間を連結する連結部２２３と、前記天板受部２２２、２２２
から左右にそれぞれ突出して設けられ、先端部に前記フレーム２３を取り付けるようにし
ている計４箇所のフレーム受部２２４とを少なくとも備えている。なお、この中間脚２２
の奥行き寸法は前記エンド脚２１の奥行き寸法よりも小さくしている。すなわち、この中
間脚２２は、前記エンド脚２１よりも奥行き方向中央に近い位置に配している。
【００２２】
　前記フレーム２３は、角パイプを利用して形成していて、本実施形態では天板１の下方
に、該天板１の奥行き方向に離間して天板１ごとに２本設けるようにしている。また、こ
のフレーム２３の両端部には、前記フレーム受部２１４、２２４に固定するためのボルト
を挿通可能なボルト挿通孔を有する固定ピンを設けているとともに、このフレーム２３の
両端部の上面には、前記ボルトを挿通可能な開口窓を設けている。本実施形態では、この
フレーム２３と前記エンド脚２１又は前記中間脚２２との接続態様は、詳述はしないが、
特開２００５－５２３９５号公報に示したものと同様である。
【００２３】
　ここで、「外側端」とは、本実施形態では、複数の天板１を幅方向に隣接させて支持構
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造体２にそれぞれ支持させた状態における最も外側の端、及び天板１を１枚だけ支持構造
体２に支持させる態様においては該天板１の両側端を示す概念である。また、天板１を１
枚だけ支持構造体２に支持させる態様においては、中間脚２２は省略できる。
【００２４】
　また、前記他のテーブルＴ２の天板ａ１は、上述した天板Ｔ１と全く同様の構造を有す
る。一方、前記他のテーブルＴ２の支持構造体ａ２は、前後対称な形状を有し、上述した
フレーム２３と全く同様の構造を有するフレームａ２３の一端部を、上述したエンド脚２
１と全く同様の構造を有するエンド脚ａ２１に接続しているとともに、このフレームａ２
３の他端部を、連結部５を介して前記テーブルＴ１のフレーム２３に連結している。この
連結部５を介したテーブルＴ２のフレームａ２３とテーブルＴ１のフレーム２３との接続
部の分解斜視図を図４に示す。
【００２５】
　具体的には、前記連結部５は、前記フレームａ２３の延伸方向に突出する突起５１ｘを
有する連結部材５１を利用して形成していて、前記突起５１ｘと、該フレームａ２３に直
交する方向に延伸する他のフレーム、すなわち前記テーブルＴ１のフレーム２３に形成し
た凹部２３ｙとを係合させて形成している。
【００２６】
　さらに詳述すると、前記連結部材５１は、直方体状をなす本体５１１と、本体５１１の
一側面から突出して設けられ、前記フレームａ２３の前記他端部を取り付けてなるフレー
ム受部５１２と、本体５１１の他側面から前記フレーム受部５１２と反対側に突出して設
けられ、先端に前記突起５１ｘを有する取付部５１３とを具備する。前記取付部５１３は
、基端部に位置し前記フレーム受部５１２と同様の構成を有する基部５１３ａと、角パイ
プを利用して形成し一端部を前記基部５１３ａに溶接等により固定した接続部５１３ｂと
、ボルトを挿通可能なボルト挿通孔（図示略）を有し前記接続部５１３ｂの他端部を覆う
板状の蓋体（図示略）及びこの蓋体の両側縁から突出させて設けた前記突起５１ｘを有し
前記接続部５１３ｂの他端部に溶接等により固定して設けた先端部５１３ｃとを備えてい
る。
【００２７】
　一方、テーブルＴ１のフレーム２３には、前記凹部２３ｙを前記突起５１ｘと係合可能
に設けているとともに、前記ボルト挿通孔を挿通させたボルトを螺着可能な雌ねじ孔２３
ｚをさらに設けている。
【００２８】
　テーブルＴ２の天板ａ１の側端縁を、テーブルＴ１の天板１の使用端縁に対向させた状
態でテーブルＴ２の支持構造体ａ２に天板ａ１を支持させるようにするには、以下のよう
な手順でテーブルＴ２のフレームａ２３を、テーブルＴ１のフレーム２３に接続する。ま
ず、前記連結部材５１のフレーム受部５１２にテーブルＴ２のフレームａ２３の一端縁を
接続し、前記突起５１ｘをテーブルＴ１のフレーム２３の凹部２３ｙに係合させてテーブ
ルＴ２のフレームａ２３及び連結部材５１のテーブルＴ１のフレーム２３に対する位置決
めを行う。それから、ボルトをボルト挿通孔（図示略）に挿通させてから前記雌ねじ孔２
３ｚに螺着する。その後、テーブルＴ２のフレームａ２３の他端部をテーブルＴ２のエン
ド脚ａ２１のフレーム受部２１４に接続し、このフレームａ２３の上方に天板ａ１を配す
る。このようにすることにより、前記テーブルＴ１のフレーム２３の上方の天板１の使用
端縁に側端縁を対向させてテーブルＴ２の天板ａ１を配置できる。
【００２９】
　なお、テーブルＴ２のフレームａ２３の他端部を、エンド脚ａ２１でなく前記テーブル
Ｔ１の中間脚２２と全く同様に構成した中間脚（図示略）に接続し、この中間脚にさらに
他のフレームａ２３を接続して、このテーブルＴ２を、前記テーブルＴ１と同様に複数の
天板ａ１を幅方向に隣接させて支持構造体ａ２に支持させるようにしてもよい。
【００３０】
　加えて、前記テーブルＴ１は、天板１を支持構造体２に対して奥行き方向にスライド可
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能にすべく、スライド支持部６をさらに具備する。
【００３１】
　このスライド支持部６は、天板１の奥行き方向に延伸する長孔６１ｘと、この長孔６１
ｘの一端部に連通し、該長孔６１ｘの幅寸法よりも大きな直径を有する丸孔６１ｙとを有
し、天板１の底面に配した、前記図１に示しているようなガイド板６１と、前記丸孔６１
ｙと略同一の直径を有する略円板状の係合部６２ａ及び前記フレーム２３の端部の上面か
ら突出し前記係合部６２ａと前記フレーム２３とを接続するとともに前記長孔に挿通可能
な基部６２ｂとを有する、図９に正面図を示すような係合突起６２とを具備する。なお、
前記ガイド板６１は、図示はしないが、天板１の底面に座繰り穴を形成してその内部に配
している。また、前記長孔６１ｘに対応する部位には、図示はしないが前記丸孔６１ｙの
直径と略同一の幅寸法を有する溝を形成して前記係合部６２ａを収納するようにしている
。そして、前記丸孔６１ｙに前記係合部６２ａを挿入して天板１を支持構造体２に取り付
け、前記基部６２ｂが前記長孔６１ｘを通過している状態で天板１をスライド移動させる
ようにしている。なお、前記係合突起６２は、本実施形態では段付ピンを利用して形成し
ている。なお、前記図９は、前記フレーム２３の前記係合突起６２付近、すなわち端部近
傍の部分を拡大して示した正面図である。
【００３２】
　また、天板１の支持構造体２に対するスライド移動の範囲を限定すべく、前記スライド
支持部６にはストッパ部６３をさらに備えている。このストッパ部６３は、反使用端側に
位置する前記フレーム２３の前面に取り付けられ、上下に突没可能なストッパ片６３１ａ
を有するストッパ部材６３１と、前記ストッパ片６３１ａと係合可能に天板１の底面に形
成したストッパ孔１ｚとを利用して形成している。前記ストッパ孔１ｚは、天板１を、前
記支持構造体２の全体を該天板１により上方空間から被覆可能な通常位置、及び前記支持
構造体２の一方のフレーム２３よりも他方のフレーム２３と反対側の部分を上方空間に露
出させるスライド位置にそれぞれ位置させた際に前記ストッパ片６３１ａと対向する部位
に設けている。
【００３３】
　なお、前記図１及び図２には、天板１を前記通常位置に位置させた場合のみを図示して
いる。また、このスライド支持部６は、必ずしも設ける必要はない。
【００３４】
　しかして本実施形態では、天板１の奥行き方向中央部に配され、オプション部材である
間仕切り３を取付可能なオプション取付部４を具備する。
【００３５】
　前記間仕切り３は、両側端部にそれぞれ位置し、下端部を前記エンド脚２１又は前記中
間脚２２に支持させてなる１対の支柱３１、３１と、前記支柱３１、３１間に配されるパ
ネル要素３２とを具備する。このパネル要素３２の取り付けは、前記支柱３１に形成した
取付孔３１ｘに、前上方に向けて突出する爪部を有する図示しないパネル取付具を取り付
け、このパネル取付具の爪部とパネル要素３２の後面に形成した凹部とを係合させて行う
ようにしている。なお、前記支柱３１、３１間には、前記取付孔３１ｘに係合可能な爪３
３１を有する棚板３３を架設し、この間仕切り３を棚として使用することもできるように
している。
【００３６】
　一方、前記オプション取付部４のうち、外側端に位置するものは、前記天板１の両側縁
の中央部に設けた切り欠き１ｘと、前記エンド脚２１の上面を形成する横架材２１２に形
成したねじ挿通孔２１ｘと、前記横架材２１２及び前記支柱３１の間に位置させる第１ス
ペーサ部材４１とを利用して形成している。また、その他のものは、前記天板１の両側縁
の中央部に設けた切り欠き１ｘと、前記中間脚２２の連結部２２３に形成したねじ挿通孔
２２ｘと、前記連結部２２３及び前記支柱３１の間に位置させる第２スペーサ部材４２と
を利用して形成している。前記第１スペーサ部材４１及び前記第２スペーサ部材４２には
、ボルトを挿通させ、前記支柱３１の下端に形成した図示しない雌ねじ孔に挿通させたボ
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ルトを螺着して支柱３１の下方に前記第１スペーサ部材４１又は前記第２スペーサ部材４
２を取り付けるためのねじ挿通孔４１ｘ、４２ｘをそれぞれ形成している。また、前記第
１スペーサ部材４１には、前記横架材２１２に形成したねじ挿通孔２１ｘを挿通させたボ
ルトを螺着可能な雌ねじ孔４１ｙを形成している。そして、前記第２スペーサ部材４２に
は、前記連結部２２３に形成したねじ挿通孔２２ｘを挿通させたボルトを螺着可能な雌ね
じ孔４２ｙを形成している。そして、前記間仕切り３の支柱３１の下端部が、この間仕切
り３をエンド脚２１及び中間脚２２に取り付けた状態で、前記切り欠き１ｘ内に位置する
ようにしている。なお、前記切り欠き１ｘは、オプション部材である間仕切り３等を取り
付けない場合には、図示しない蓋体により内部を被覆するようにしている。
【００３７】
　すなわち、前記図３、及びこの図３の要部を拡大して示した図である図５及び図６に示
すように、前記間仕切り３の支柱３１の下方に前記第１スペーサ部材４１又は前記第２ス
ペーサ部材４２を取り付け、前記間仕切り３の支柱３１の下端を前記切り欠き１ｘ内に位
置させ、そして、前記第１スペーサ部材４１を前記エンド脚２１の横架材２１２に、また
、前記第２スペーサ部材４２を前記中間脚２２の連結部２２３に固定すると、天板１の奥
行き方向中央に前記間仕切り３を設けることができる。
【００３８】
　このようなテーブルＴ１、Ｔ２は、以下に述べるように種々の態様で配置することがで
きる。
【００３９】
　まず、一般的な事務作業を行う者が利用する領域には、図７に示すように、天板１を幅
方向に隣接させて複数個配置し、これらの天板１を上述した態様で支持構造体２に支持さ
せた、上述したテーブルＴ１と同様の構成を有するテーブルＴ１’を２組用意し、天板１
の幅方向に延伸する端縁を互いに対向させた状態で天板１を奥行き方向に隣接させて配置
する。このようにすれば、一般的な事務作業を行う者が利用する領域を島型配置に構成で
きる。
【００４０】
　また、集中して行う必要がある作業を行う者が利用する領域では、まず、図８に示すよ
うに、天板１を幅方向に隣接させて複数個配置し、これらの天板１を上述した態様で支持
構造体２に支持させた、上述したテーブルＴ１と同様の構成を有するテーブルＴ１’を用
意する。次いで、前記図８の下半部に示すように、このテーブルＴ１’に、上述したテー
ブルＴ２を接続する。すなわち、テーブルＴ１’のフレーム２３に、上述した連結部５を
介して直交する方向に延伸するテーブルＴ２のフレームａ２３を接続し、接続したフレー
ムａ２３の他端部にテーブルＴ２のエンド脚ａ２１をさらに接続する。そして、前記図８
に示すように、テーブルＴ１’の各天板１の奥行き方向中央に、前記オプション取付部４
を介して間仕切り３を取り付ける。このようにすれば、前記テーブルＴ２の天板ａ１を主
に利用するようにして、より個室に近い作業領域を確保できる。
【００４１】
　そして、測定等に用いる機器を多数用いる者が利用する領域では、まず、前記図８の上
半部に示すように、天板１を幅方向に隣接させて複数個配置し、これらの天板１を上述し
た態様で支持構造体２に支持させた、上述したテーブルＴ１と同様の構成を有するテーブ
ルＴ１’を２組用意し、天板１の幅方向に延伸する端縁を互いに対向させた状態で天板１
を奥行き方向に隣接させて配置する。そして、前記図８に示すように、着座者が着座する
側と反対側に配置したテーブルＴ１’の各天板１の奥行き方向中央に、前記オプション取
付部４を介して間仕切り３を取り付ける。このようにすれば、前記間仕切り３を取り付け
たテーブルＴ１’の天板１を機器の載置スペースとして利用しつつ、もう一方のテーブル
Ｔ１’の天板１を主たる作業領域として確保できる。
【００４２】
　すなわち、本実施形態に係るテーブルＴ１は、以上のように構成することにより、単一
種類の天板付家具のみを用いて種々の配置態様を実現できる。
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【００４３】
　また、前記オプション取付部４を、天板１の両側縁の中央部に設けた切り欠き１ｘを利
用して形成しているので、前記切り欠き１ｘ内にオプション部材である間仕切り３の下端
部を配することにより、見た目をすっきりさせることができる。すなわち、見栄えを損な
うことなく間仕切り３を取り付けるようにすることができる。
【００４４】
　さらに、前記支持構造体２が、天板１の幅方向両端部を支持するエンド脚２１及び中間
脚２２と、天板１の下方に横架して設けられ該天板１の幅方向に延伸するとともに少なく
とも一端部をエンド脚２１又は中間脚２２に支持されるフレーム２３とを具備し、エンド
脚２１又は中間脚２２とフレーム２３とが互いに着脱可能であるので、このテーブルＴ１
を上述したテーブルＴ２として利用できる。すなわち、天板１の幅方向一端部を支持する
エンド脚２１を取り外し、天板１のエンド脚２１を取り外した側の端部を他の天板付家具
に支持させることにより、前記エンド脚２１を取り外したテーブルＴ１に着座して利用す
る場合の脚部空間を広く取ることができる。
【００４５】
　さらに、前記テーブルＴ２において、前記フレームａ２３の一端部のみをエンド脚ａ２
１又は中間脚ａ２２に支持させた状態で、該フレームａ２３の他端部を該フレームａ２３
に直交する方向に延伸する他のフレーム、すなわちテーブルＴ１のフレームに連結部５を
介して連結可能にしているので、前段で述べた効果を簡単に実現することができる。
【００４６】
　加えて、前記連結部５を、前記フレームａ２３の延伸方向に突出する突起５１ｘと、該
フレームａ２３に直交する方向に延伸する他のフレームであるテーブルＴ１のフレーム２
３に形成した凹部２３ｙとを係合させて形成しているので、簡単な構成でこのような連結
部５を実現できるとともに、前記突起５１ｘと前記凹部２３ｙとの係合により位置決めを
容易に行うことができる。
【００４７】
　なお、本発明は以上に述べた実施の形態に限られない。
【００４８】
　例えば、オプション取付部の設置箇所は、通常の執務用机に適合する奥行き寸法を有す
る天板の奥行き方向中央部であれば、側端縁の奥行き方向中央でなく、天板の平面視中央
部に設けるようにしてもよい。
【００４９】
　また、互いに直交するフレーム同士を連結する連結部、例えば上述した実施形態におけ
るテーブルＴ２のフレームａ２３とテーブルＴ１のフレーム２３とを連結する連結部５は
、上述したもの以外にも、例えば、上述したフレームの両端部に設けたものと同様のボル
ト挿通孔を有する固定ピンを連結部材に設けるとともに、フレームの側面に前記ボルト挿
通孔を挿通させたボルトを螺着可能な雌ねじ孔を形成し、前記ボルトを前記雌ねじ孔に螺
着した際に発生する緊締力のみを利用して互いに直交するフレーム同士を連結する態様を
採用してもよい。
【００５０】
　さらに、上述した実施形態におけるテーブルＴ２のフレームａ２３を、上述した実施形
態におけるテーブルＴ１の天板Ｔ１に支持させるようにしてもよい。すなわち、フレーム
ａ２３の一端部をエンド脚ａ２１に支持させた状態で、このフレームａ２３の他端部を、
上述した実施形態における連結部５に代えて、該フレームａ２３を有する天板付家具たる
テーブルＴ２に隣接して配置する他の天板付家具たるテーブルＴ１の天板１に支持させる
よう構成した連結部を介して連結するように構成してもよい。
【００５１】
　使用端及び反使用端が予め決まっているとともに反使用端側には必ず他の家具を隣接し
て配置するようにしている場合には、支持構造体は必ずしも前後対称にする必要はなく、
例えば反使用端側から使用端側に向けて突出するベースを有する脚を具備するものにして



(9) JP 4806752 B2 2011.11.2

10

20

30

40

もよい。
【００５２】
　そして、天板の反使用端同士を対向させて配置する場合には、互いに対向する天板付家
具の反使用端間の空間を配線挿通空間とし、この配線挿通空間に配線受け具を設けるよう
にしてもよい。
【００５３】
　加えて、オプション部材としては、図１０にテーブルＴ１に取り付けた状態の斜視図を
示すような、収納空間９ｓを被覆する閉止位置Ｓと収納空間９ｓを外部に開放する開成位
置Ｏ戸の間で移動可能に構成した戸９１を備えた収納庫９を取り付けるようにする態様も
考えられる。なお、戸９１は、図１０に示した上端部に設定した回転軸を中心に回動可能
にしたものだけでなく、引き戸であってももちろんよい。さらに、収納庫は、前記図１０
に示したような間仕切３に支持させるものでなく、左右両端を前記オプション取付部を介
して支持構造体に取り付けた支柱に直接支持させるものであってもよい。また、上述した
実施形態において、オプション部材として、支柱３１に棚板３３のみを取り付けたもの、
すなわち棚としての機能のみを有するものを取り付けるようにしてもよい。
【００５４】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施形態に係る天板付家具の全体斜視図。
【図２】同実施形態に係る天板付家具の平面図。
【図３】同実施形態に係る天板付家具の分解斜視図。
【図４】同実施形態に係る天板付家具間の連結部を示す分解斜視図。
【図５】図３における要部を拡大して示した図。
【図６】図３における要部を拡大して示した図。
【図７】同実施形態に係る天板付家具の配置態様の一例を示す概略平面図。
【図８】同実施形態に係る天板付家具の配置態様の一例を示す概略平面図。
【図９】フレームの端部近傍の部分を拡大して示した正面図。
【図１０】本発明の他の実施形態に係る天板付家具の全体斜視図
【符号の説明】
【００５６】
　Ｔ１、Ｔ２、Ｔ１’…テーブル（天板付家具）
　１、ａ１…天板
　１ｘ…切り欠き
　２、ａ２…支持構造体
　２１，ａ２１…エンド脚
　２２…中間脚
　２３、ａ２３…フレーム
　３…間仕切り（オプション部材）
　４…オプション取付部
　５…連結部
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